
 令和５年度（５月） 第２回浜北区協議会 次第

日時：令和５年５月 25日（木）午後１時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

（1）協議事項 

ア 令和４年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の事後評価について（５件）

【資料 1】※当日配布 

イ 令和５年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について（２件） 

【資料 2】※当日配布 

（2）報告事項 

   協働センターを核とした地域課題解決事業について（１件）【資料 3】

３ その他

(1) その他

(2) 次回開催日程について 

４ 閉 会
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浜松市地域力向上事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、市が実施又は支援

する区の特性を活かした事業や課題を解決する「地域力向上事業」について、必要な事項を定め

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において「団体」とは、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) ３人以上で構成されること。 

(2) 市内に住所を有する又は市内で活動する法人その他グループであること。 

(3)市税の未納がないこと。 

(4)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者と

して指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体を除く。 

(1) 政治・宗教を目的とする団体 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規

定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）及び暴力団員等と密接な関係

を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体 

(3) その他公序良俗に反する団体 

（対象事業） 

第３条 この要綱において地域力向上事業とは、次の各号のいずれかに該当する公益性のある事業

をいう。 

(1) 地域コミュニティづくりに関する事業 

(2) 安全安心な地域づくりに関する事業 

(3) 生活改善及び生活環境の向上に関する事業 

(4) 文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業 

(5) 健康・福祉の向上に関する事業 

(6) 地域の特性を活かしたまちづくり事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは事業の対象としない。 

(1)政治、宗教、選挙活動又は営利を目的とする事業 

(2) 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 

(3) 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の他の補助金等の支援を受ける事業 

(4) 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の外郭団体から別に補助金等の公的支援を受ける事業

(5) 施設整備など後年度に維持管理経費が生じる事業 

（事業区分） 

第４条 この要綱において、地域力向上事業の実施に係る形態区分は、次のとおりとする。 

(1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業（以下「助成事業」という。） 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から

補助金を交付することで、効果が期待できる事業 

 (2) 区民活動・文化振興事業 

地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業 

(3) 区課題解決事業 
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区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業 

（事業期間） 

第５条 地域力向上事業の事業期間は、単年度とする。 

（事業の提案等） 

第６条 助成事業の提案をしようとする団体（以下「提案団体」という。）は、市長が定める期限

までに次に掲げる書類を提出するものとする。なお、原則として１つの提案は１区のみに可能と

する。 

(1) 事業提案書（第１号様式） 

(2) 収支予算書（第２号様式） 

(3) 団体の概要書（第３号様式） 

(4) 市税納付・納入確認同意書（第４号様式） 

(5) 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書

（第５号様式）（補助金申請者が給与所得者を雇用する事業者の場合） 

２ 区は、区民活動・文化振興事業、区課題解決事業を立案するにあたり、区民等からの提案やア

イデアを参考に、市民協働の手法により事業化するよう努めるものとする。 

（候補事業の検討） 

第７条 前条第１項の規定に基づいて提案された助成事業は、浜松市区における総合行政の推進に

関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）第８条に規定する区行政推進会議において、審議

するものとする。 

２ 区行政推進会議においては、提案された助成事業を前項の規定により審議するに当たり、必要

に応じて提案団体から事業内容の聴取を行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、提案された事業が、地域団体が主体となり地域の課題解決に資す

るもので、その補助金の交付申請額が１５万円以下の助成事業（以下、「少額助成事業」という。）

の場合は、第１３条に規定する審査会において、審議するものとする。 

４ 前３項の審議は別表１の基準に基づき行うものとする。 

 （実施予定事業の決定） 

第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（平

成１８年浜松市条例第７８号）第４条に規定する区協議会に意見を求め、その意見を踏まえて実

施予定助成事業を決定し、提案団体には選考結果通知書（第６号様式）により通知するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、少額助成事業の場合は、第１３条に規定する審査会において実施予

定助成事業を決定し、提案団体には選考結果通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

３ 区民活動・文化振興事業、区課題解決事業は、区協議会に意見を求め、その意見を踏まえて実

施するものとする。 

（事業の実施） 

第９条 前条の規定により決定された地域力向上事業は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 助成事業は、浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）及び浜松市市民提案

による住みよい地域づくり助成事業費補助金交付要綱（令和２年１２月１４日施行）に基づき

行う。 

(2) 区民活動・文化振興事業、区課題解決事業は、市長の定めるところにより行う。 

（事後評価） 

第１０条 市長は、実施した助成事業が終了したときは、区行政推進会議及び区協議会で評価を行
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う。 

２ 前項の規定にかかわらず、少額助成事業が終了したときは、第１３条に規定する審査会で評価

を行う。 

３ 前２項の評価は別表２の基準に基づき行うものとする。 

（中間評価） 

第１１条 市長は、採択した事業について中間評価を実施することができる。なお、評価方法は前

条に規定する事後評価に準じるものとする。 

２ 継続事業について、当該事業実施年度の前年度に中間評価を実施した場合、評価結果を採択時

に斟酌するものとする。 

（公表） 

第１２条 市長は、実施した地域力向上事業の事業概要及び第１０条に規定する事後評価結果を区

ホームページ等で公表するものとする。 

（審査会） 

第１３条 審査会は、少額助成事業について、審査を行うものとする。 

２ 審査会の構成員は、区振興課長、提案事業実施地区の協働センター所長、区協議会会長及び副

会長とする。 

３ 審査会の会議は、区振興課長が必要の都度招集し、会議の議長となる。 

４ 審査会は、書面により開催することができる。 

５ 前４項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区振興課長が審査会に諮って

定める。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

３ がんばる地域応援事業要綱は、平成２２年３月３１日限り、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１２月１４日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１２月１４日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表１（第７条関係） 

※「効果・公益性」の項目については、行政推進会議での評価の平均が３点以上であることを採択

の目安とする。 

※ 基準の運用についての詳細は各区において定めることとする。 

別表２（第１０条関係） 

項 目 
ランク 

Ａ Ｂ Ｃ 

1) ○区らしさ 高い 普通 低い 

2) 事業目的の達成度 高い 普通 低い 

3) 財政支援の必要性 高い 普通 低い 

4)費用対効果 高い 普通 低い 

審査指標 
点           数 

低い やや低い 普通 やや高い 高い 

１ 
独自性 

（行政施策に同じような事業はないか。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

２ 

○区らしさ 

（区固有の人材、資源等を活かしているか。より

発展・強化させることに繋がるか。） 

１    ２     ３     ４    ５ 

３ 
効果・公益性 

（住みよい地域づくりに寄与できるか。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

４ 
財政支援の必要性 

（行政が補助すべき事業か。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

５ 

費用対効果 

（事業内容、期待できる効果から、妥当な事業

費といえるか。） 

１    ２     ３     ４    ５ 



万
円

[補助上限額]

地域

活性化

文化

スポーツ

健康

福祉

魅力

発信

市民の皆さんが主体になり

地域づくりに取り組む事業が対象じゃ

生活

環境 などなど

補助率

補助対象経費の1/2以内

対象者

浜松市内で活動する団体

問合せ

各区役所 区振興課

※ 詳細は裏面をご覧ください。

2023令 和
5年度



中区 区振興課

℡: 053-457-2210

東区 区振興課

℡: 053-424-0115

西区 区振興課

℡: 053-597-1112

南区 区振興課

℡: 053-425-1120

北区 区振興課

℡: 053-523-1168

浜北区 区振興課

℡: 053-585-1141

天竜区 区振興課

℡: 053-922-0013

補助対象となる団体は？Q
3人以上で構成され、市内に住所を有するまたは市内で活動する法人その他グループで、申請の時点で市

税の未納がない団体が補助対象です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

① 政治・宗教を目的とする団体

② 暴力団、暴力団員等、暴力団員と密接な関係を有する者ならびに、これらの者のいずれかが役員等と

なっている法人その他の団体

③ その他公序良俗に反する団体

補助対象になるのはどんな事業？

次のいずれかに該当する公益性のある事業

① 地域コミュニティづくり

② 安全安心な地域づくり

③ 生活改善及び生活環境の向上

④ 文化・スポーツ・生涯学習の振興

⑤ 健康・福祉の向上

⑥ 地域の特性を活かしたまちづくり

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

① 政治、宗教、選挙活動又は営利を目的とする事業

② 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業

③ 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の他の補助金等の支援を受ける事業

④ 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の外郭団体から別に補助金等の公的支援を受ける事業

⑤ 施設整備など後年度に維持管理経費が生じる事業

問合先、提案書の提出先は？

下記QRコードにある各区役所のホームページから提案書のダウンロードができます。募集状況や提案書の

提出期限など、詳しくは各区役所 区振興課（天竜区は各地区協働センター）へお問い合わせください。

春野協働センター 龍山協働センター 佐久間協働センター 水窪協働センター

℡: 053-983-0001 ℡: 053-966-2111 ℡: 053-966-0001 ℡: 053-982-0001

Q

Q

事業の実施期間や採択の回数は？Q
4月1日～翌年3月31日までの年度内に完了するよう事業計画を立ててください。

同一事業につき最大3回（通算3年度分）継続して補助を受けることができます。補助率は1年目50％以内、

2年目40％以内、3年目25％以内と段階的に下がります。なお、3年連続でなくても構いません。



 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和４年度地域力向上事業（助成事業）の事後評価について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第１０条に基づき、浜北区役所で令

和４年度に実施した地域力向上事業について、浜北区協議会で

評価を行う。 

地域力向上事業実施要綱 

 （事後評価） 

 第１０条 市長は、実施した助成事業が終了したときは、 

区行政推進会議及び区協議会で評価を行う。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

令和４年度に採択した事業は５件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

事業実施内容、評価結果等はホームページで公表する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 金原 由直 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料1 



評価コメント

浜
北
区
ら
し

さ

事
業
目
的
の

達
成
度

財
政
支
援
の

必
要
性

費
用
対
効
果

1
【初回】
LOCAL　ACTION
HAMAMATSU「森の朝市」

（一社）
LOCAL
ACTION
HAMAMATSU

気候変動等に繋が
る環境問題が深刻
になっている中、「食
×農×環境」をテー
マにしたイベントを定
期的に開催し、主に
浜北区で栽培してい
る環境に優しい農作
物等を知ってもらうこ
とで、浜北から環境
に配慮した持続可能
な社会の実現を目
指す。

①開催日　令和4年4月3日（日）から令和5年3月31日（金）までの第1日曜日及び第3
日曜日に開催（計24回）
②開催場所　静岡県立森林公園第2駐車場
③参加者数　約800人（1回あたり）
④内容
・朝市を定期的に開催することで、浜北区で栽培している環境に優しい農作物を多くの
人に知ってもらうことができた。
・農業ワークショップや環境をテーマにした講演会等を開催して、区民の地域コミュニ
ティの促進に繋がった。

2,566 1,283 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

【所管課の意見】
① 来場者1人当たりの補助金額　1,282,707円／19,200人＝66.9円
→費用対効果は非常に高く評価できるため、今後、財政支援を逓減しても問題ない。
② 今後の課題
・当該イベントを通じ、浜北区内の人的ネットワークや地域コミュニティの更なる拡大を期待
する。

2
【初回】
浜北人はどこに居たの？

遠州山辺の道
の会

根堅遺跡の模型製
作をお茶の水女子
大学自然人類学研
究室の近藤先生を
はじめとするチーム
に（10,000分の1ス
ケール地形図）を依
頼する。
模型の完成報告会
にあわせ近藤先生に
よる講演会を開催
し、根堅遺跡につい
て学ぶ機会を創出
する。

①開催日　令和4年5月14日（土）
②開催場所　浜北文化センター大会議室
③参加者数　78人
④内容
・模型の出来栄えは良かった。講演会について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
を受けてしまい、受講人数が低調だった点が残念であった。
・根堅遺跡から発掘された浜北人を積極的にPRする場として、講演会開催は非常に有
効と感じた。浜北区の歴史・文化の振興への機会提供に寄与した。

740 370 Ａ Ａ Ａ Ｂ

【所管課の意見】
① 来場者1人当たりの補助金額　370,000円／78人＝4,743円
→講演そのものの費用対効果は低いが、スケール地図を利用して、小学校等への出張講
座を開催するなどの二次的な効果を期待している。
② 今後の課題
・旧石器時代の人骨として本州では最も古い価値のある浜北人が世間的に認知されていな
い点をどう広げていくかが課題と考えており、今後も積極的に本制度の活用をしていただき
たいと考える。

3
【3回目】
エンジョイ　万葉集

万葉の森公園
「伎倍の茶屋」

万葉集や万葉文化
を気軽に楽しみ、親
しんでもらうために、
大人向け・子供向け
講座を設定・開催す
る。

【大人向け講座「万葉アラカルト」】
・万葉集基礎講座…万葉集の基礎を学ぶ講座
①開催日　令和4年6月10日 　②参加者20人　③講師：万葉風土研究家　山下智
之氏
・万葉の森公園散策…公園専門員の案内、解説で万葉の森公園を堪能する
第1回　①開催日　令和4年9月9日 　②参加者13人
第2回　①開催日　令和5年3月10日 　②参加者　22人
・スペシャル万葉膳…万葉集が詠まれていた時代の食事体験
第1回　①開催日　令和4年9月9日 　②参加者　16人
第2回　①開催日　3月10日 　②参加者　12人
・万葉コンサート…万葉歌にメロディを乗せて歌うコンサート
①開催日　令和5年2月25日 　②参加者　41人
【子供向け講座「万葉集はじめの一歩】
・出前講座…万葉衣装の着替え、万葉クイズ、万葉植物ビンゴゲームほか
①実施回数12回　②参加者　331人

41 15 Ａ Ａ Ｂ Ａ

【所管課の意見】
① 来場者1人当たりの補助金額　15,000円／435人＝34.4円
→費用対効果の面において非常に有効な事業であったと評価する。
② 今後の課題
・万葉の森公園で開催するイベント参加者が増えることを期待したい。
（子供向け出張講座から現地訪問への発展を期待している）
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4
【3回目】
浜北スローエアロビックプロジェ
クト

浜北スローエア
ロビックプロジェ
クト

スローエアロビック普
及推進を、浜北区を
モデル事業区として
推進して、全市、全
県、全国へ普及させ
る教室運営の仕組
みづくりの3年目

①開催日　令和4年4月1日（金）から令和5年3月31日（金）まで
②開催場所　サーラグリーンアリーナ、浜北体育館、浜北武道館、浜北文化センター
③参加者数　864人（延べ人数）
④内容
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業の展開に影響があったが、感染対策
を徹底し、年間を通して安全に実施することができた。
・今まで実施していなかった会場での実施など、より広く参加者を集められるよう積極的
に取り組んだ。また、オンラインでの事業展開（動画総再生回数1,800回以上）ができ、
区民の健康づくりの機会提供に寄与した。

1,403 532 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

【所管課の意見】
①参加人数　延べ864人　達成率60%（目標人数　延べ1,440人）
→参加実人数は目標人数に達しなかったが、オンラインの再生回数が増え、事業目的の
達成度は評価できる。
②教室数を減らすなど効率化をはかり損益を改善した上で、次年度も継続していく。
→地域力の目的であるスタートアップの補助が達成できた。次年度以降も浜北区をモデル
地区として、普及に努めていただきたい。

5
【初回】
浜北ＪＣ45周年×プレ葉カッ
プ～浜北の未来を切り開け～

（一社）
浜北青年会議
所

浜北区在住の未就
学児を対象とした
キックバイクレースの
実施や、浜北区にゆ
かりのある企業・団
体ブースを設置し体
験型マルシェを開催
することで、子どもた
ちの主体性を育み、
また、地域の新たな
魅力を発見すること
を目的とする。

① 開催日　令和4年10月2日（日）
② 開催場所　プレ葉ウォーク南側駐車場（特設会場）
③ 来場者数　1,500人
④ 参加者　キックバイクレース98人　体験型マルシェ200人　スタッフ14人
⑤ 出展ブース　浜北区内企業および団体　9ブース
⑥ 内容
・キックバイクレースの実施
・各社の特徴などを活かした体験型ブースを出展
・来場者アンケートを実施

1,972 583 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

【所管課の意見】
① 来場者1人当たりの補助金額　583,000円／1,500人＝389円
→費用対効果は高く評価できる。今後、財政支援を逓減しても問題ない。
② 今後の課題
・キックバイクレースと体験型ブースの関連
・「浜北区らしさ」の追求
・目的達成（事業実施）効果の検証



資料1附属資料













 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和 5年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に 

  意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定 

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 令和 5年度の地域力向上事業・助成事業は、令和 5年 1月 19

日～令和 5年 1 月 31 日の期間に一次募集を実施し、今回は、4

月より受付を開催した二次募集の提案について、区行政推進会

議で審議したものを提出する。 

 提案  2 件 

 採用  2 件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 金原 由直 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料2 



行政施策に
同じような
事業はない
か
（独自性）

区固有の人
材、資源等
を活かして
いるか。より
発展･強化
させることに
繋がるか。
(浜北区らし
さ)

住みよい地
域づくりに寄
与できるか
（効果･公益
性）

行政が関
与・補助す
べき事業か
（財政支援
の必要性）

事業内容、
期待できる
効果から、
妥当な事業
費といえる
か（費用対
効果）

浜北商工会
青年部

3.86 3.14 3.14 3.14 3.43 16.71

 令和5年度地域力向上事業助成事業二次募集 結果表（№1）

事　業　名 提案者
計

(25点満点中15点以
上採用方針)

高    い ５
やや高い ４
普    通 ３
やや低い ２
低    い １

№
1

浜北商工会青年部
60周年ドラゴンフェ
スティバル×第2回

プレ葉カップ

事業の目的・効果

浜北区に住むこれからの浜北区を担う若年世代の主体者意識（主体性）を育むため。具体的には、ス
ポーツ及び浜北区にゆかりのある企業（青年部メンバー等若い世代）が企画する体験・物販等を通じて
自ら目的や目標を設定できる人を増やし、浜北区を担う若年世代の育成を目的とした事業。

提案内容

プレ葉ウォーク浜北南側駐車場に特設会場を設け、主に浜北区に住む未就学児を対象としたキックバ
イクレースの開催。浜北区にゆかりのある企業・団体が参加する企業ブースを設け、小学生ぐらいまで
を対象とした体験型マルシェ・地元企業（農工業）の物販マルシェの開催。浜北区に住む中学生～大
学生までを対象としたボランティアスタッフを募集し、目的を共有した上で運営側として参加してもらう。

意見

・キックバイクレースと、体験型・物産マルシェとの連携が図られ、参加者に広く、浜北区の良さ（物産、
企業、バイクなど）にフォーカスされることを期待する一方で、雨天時の対応（委託内容含む）を、事前
に調整し、決めておくこと。
・支出予算額のうち委託料に係る割合が大きいため、業務を受託者に任せきりにすることなく、仕様書
等に基づき適正に行われているか委託者責任のもと管理、監督をしっかりと行い、事故やトラブルがな
いよう配慮したうえで開催すること。
・本年度補助金活用2年目となり、昨年度からの改善点、体験型マルシェの見直しなど補助金活用事
業としての工夫をして欲しい。
・キックバイクレースの参加者見込みを昨年度実績の約2倍（98人→200人）としているが、参加者が
見込みを下回った場合、収支にも影響するので精査が必要と考える。
・バイクのふるさとに関連する事業である。次代にむけた人材の育成という意味では効果の期待できる
事業といえる。
・浜北地域特有のアピール部分が弱いので、例えば、体験型マルシェや物販などにおいて、もっと浜北
らしさを取り入れて欲しい。
・地元企業の体験型マルシェに多くの人が集まり、情報発信に繋げられるよう努めてほしい。
・事業目的に対する効果について、キックバイクレースだけでなく、体験型マルシェやボランティアに参
加した若者がどんなことを行い、どのように主体性を高めたのか検証できるようにして欲しい。



行政施策に
同じような
事業はない
か
（独自性）

区固有の人
材、資源等
を活かして
いるか。より
発展･強化
させることに
繋がるか。
(浜北区らし
さ)

住みよい地
域づくりに寄
与できるか
（効果･公益
性）

行政が関
与・補助す
べき事業か
（財政支援
の必要性）

事業内容、
期待できる
効果から、
妥当な事業
費といえる
か（費用対
効果）

浜北郷土支
部

3.43 4.43 3.71 4.00 3.57 19.14

№
2

「龍燈と秋葉山常
夜灯」誌の発行事

業

事業の目的・効果

先日たちに長い間大切に守られてきた龍燈や秋葉山常夜灯が浜北区内には多く存在する。しかし、時
代の変化と共にその存続の変化も見られる今、大切な文化財として調査研究し、その情報を記録した
冊子として発行する。

提案内容

「龍燈と秋葉山常夜灯」について、令和元年度に浜名地区から調査・研究を始め、その記録内容を文
化祭や文化フェス等で展示発表を行い、令和4年度まで継続して浜北区内全域の調査を終了した。令
和5年度は、存在した110ヶ所余について再調査の上、資料の確認を行いつつ、冊子の編集に取組
む。また、編集は可能な限り構成等まで部員で行い、経費削減を図る。作成した冊子は庁内関連部
署、浜松市内全図書館、区内の小・中・高等学校、区内協働センターなどに配布し、より多くの方に報
じる。

意見

・浜北の貴重な地域資源を調査・研究し、成果を広く知らせることは地域にとって有益である。
・現存する木造の龍灯は老朽化により傷みの大きいものも多く、現状を記録、保存する意義は大きい。
・冊子を配布するに留まらず、講演会や卓話等を主体的に行い、より多くの区民が龍灯について知る機
会をつくることで、冊子の有効活用と有用性を高めていただきたい。
・販売見込み480部は高い目標と思われ、提案者の自己負担を減らすためにも、関係各所への周知
や秋葉神社等との連携などが必要である。
・小・中学校での授業等での活用なども想定しているならば、紙媒体に加え、データ版も用意した方が
利便性が良いと思われる。
・秋葉神社常夜灯の調査は他でも実施しているが、これは浜北区内に特化するもので、貴重な財産を
後世まで伝え受け継ぐ意味では、意義のある事業である。
・販売収入を上げるために、資料の展示会や文化財関連の講演等とタイアップするなど販促の工夫を
して欲しい。
・作成した冊子の配布のほか、講座や講演を通じて広く浜北文化の歴史を区民に広めてもらいたい。
・実施期間内に発行・販売ができるように、スケジュールを立て進捗管理に心掛けてもらいたい。
・発行がネットニュースに取り上げられたり、SNS等による情報発信ができるような工夫についても検討し
て欲しい。

 令和5年度地域力向上事業助成事業二次募集 結果表（№2）

事　業　名 提案者
計

(25点満点中15点以
上採用方針)

高    い ５
やや高い ４
普    通 ３
やや低い ２
低    い １


